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平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら

放
置
禁
止
区
域
に
自
転
車
等
を
放
置
し
た
場
合

は
撤
去
・
保
管
費
用
を
徴
収
い
た
し
ま
す
。

町
で
は
、
自
転
車
等
を
放
置
す
る
一
部
の
人
た

ち
の
た
め
に
多
額
の
費
用
を
か
け
て
撤
去
し
て
い

る
状
況
で
す
。
そ
の
費
用

の
す
べ
て
は
、
町
民
の
皆

さ
ん
の
た
い
せ
つ
な
税
金

に
よ
る
も
の
で
す
。

そ
こ
で
、
条
例
の
見
直

し
を
行
い
、
平
成
19
年
４

月
１
日
か
ら
施
行
す
る
も

の
で
す
。

●
撤
去
し
た
旨
の
告
示
を
１
か
月
間
行
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
引
き
取
り
の
無
い
自
転
車
等
は
、
処

分
す
る
旨
の
告
示
を
１
か
月
間
行
い
、
そ
の
後

処
分
し
ま
す
。

●
放
置
自
転
車
等
の
原
因
者
か
ら
撤
去
・
保
管
費

用
の
一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

保
管
所
へ
移
動
し
た
自
転
車
等
を
引
き
取
り
の

際
に
、
自
転
車
１
台
に
つ
き
１，

０
０
０
円
・

原
動
機
付
自
転
車
１
台
に
つ
き
２，

０
０
０
円

の
費
用
を
徴
収
い
た
し
ま
す
。

問
合
せ

生
活
環
境
課
生
活
安
全
係

内
線
１
５
２

主
な
条
例
改
正
の
内
容

一
人
ひ
と
り
が
マ
ナ
ー
を
守
っ
て

放
置
自
転
車
を
な
く
そ
う
！

埼
玉
県
景
観
条
例
に
基
づ
き
、
周
辺
の
景
観
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
大
規
模
建
築
物
な
ど
に
対

し
て
、
景
観
の
向
上
を
図
る
た
め
「
大
規
模
行
為

景
観
形
成
基
準
」
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

白
岡
町
で
は
、
用
途
地
域
が
商
業
地
域
及
び
近

隣
商
業
地
域
の
指
定
を
受
け
て
い
る
地
域
及
び
西

１
丁
目
か
ら
10
丁
目
の
全
域
に
つ
い
て
は
、
既
に

大
規
模
基
準
適
用
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
良
好
な
景
観
形
成
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
地

域
で
進
め
る
た
め
、
町
全
域
が
適
用
区
域
と
し
て

１
月
30
日
に
県
知
事
か
ら
拡
大
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

新
た
に
拡
大
さ
れ
た
区
域
は
４
月
１
日
か
ら
届
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
４
月
１
日
か
ら
、
届
出
先
が
、
埼
玉
県

杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
か
ら
白
岡
町
に
変
更
に
な

り
ま
す
。

届
出
が
必
要
と
な
る
行
為

①
高
さ
が
15
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
ま
た
は
建
築
面

積
が
１，

０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建

築
物
の
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
ま
た
は
外

観
の
過
半
の
変
更

②
高
さ
が
15
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
工
作
物
（
埼
玉

県
景
観
条
例
施
行
規
則
第
６
条
に
定
め
る
も
の
）

の
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
ま
た
は
外
観
の

過
半
の
変
更

届
出
先

平
成
19
年
３
月
31
日
ま
で

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
（
杉
戸

町
杉
戸
４
３
２
）

平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら

白
岡
町
役
場
都
市
計
画
課

問
合
せ

都
市
計
画
課
都
市
計
画
担
当内

線
２
３
２

大
規
模
建
築
物
な
ど
は
、
建
て
る
場
所
に

よ
っ
て
は
従
来
の
た
た
ず
ま
い
と
際
立
っ
た

対
比
や
違
和
感
、
突
出
感
を
与
え
ま
す
。

一
方
、
良
好
な
大
規
模
建
築
物
は
、
地
域

の
景
観
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
働
く
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

ま
た
、
地
域
住
民
が
日
常
的
に
活
用
で
き

る
広
場
空
間
を
創
出
で
き
る
な
ど
、
周
囲
の

景
観
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
景
観
形
成
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
大

規
模
建
築
物
に
対
し
、
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
外
壁
の
色
彩
、
敷
地
内
の
植
栽
な
ど

の
６
項
目
に
関
し
て
定
め
た
も
の
が
「
大
規

模
行
為
景
観
形
成
基
準
」
で
す
。

※
大
規
模
行
為
景
観
形
成
基
準
と
は
？

平
成
19
年
4
月
1
日
よ
り
届
出
が
必
要
で
す
。


